
55

Ⅰ-3．予防、注意事項
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Ⅰ-3-1．新型コロナウイルス感染症を防ぐための注意事項
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Ⅰ-3-1-1．標準予防策
　標準予防策とは、全ての人は伝播する病原体を保有していると考え、対象者および周囲
の環境に接触する前後には手指衛生を行い、血液・体液・粘膜などに曝露するおそれのあ
るときは個人防護具を用いること。
　状況に応じて適切な防護具を自分で選択し、装着することが標準予防策の多くを占め
る。感染者の大きな割合が無症状を占め、平均５日の潜伏期間があるCOVID-19（新型コ
ロナウイルス）に対応する上で、標準予防策とその根底にある考え方は益々重要となって
いる。

Ⅰ-3-1-1-1．感染リスクを下げる為の生活習慣

（１）基本的な感染症対策の徹底
　石けんでの手洗いの徹底、咳エチケットなどの基本的な感染症対策に関する指導
を行う。

（２）環境面での配慮や工夫（３密を避ける）
〇換気を励行する。
　窓のある環境では、可能であれば２方向の窓を同時に開け、換気を励行する。
　夏季、冬季等で室温調節が必要な場合は、１時間に１～２回程度の換気を行う。
〇人の密度を下げる。
　人が多く集まる場合は、会場の広さを確保し、お互いの距離を１～２ｍ程度開け
るなどして、人の密度を減らす。
〇近距離での会話や発声、高唱を避ける。
　周囲の人が近距離で発声するような場を避ける。やむを得ず近距離で会話が必要
な場合には、自分から飛沫を飛ばさないよう、マスクの着用など咳エチケットの徹
底を図る。

（３）飛沫感染予防
〇ケアをする際は、医療介護従事者および療養者はマスクを着用する。
〇療養者が激しく咳き込んでいて、本人がマスクを着用できない場合はゴーグルま
たは、フェイスシールドの装着を検討する。

（４）清掃の徹底
〇居室、トイレ等、本人が利用する場所のうち、特に多くの人が手を触れる場所
（ドアノブ、手すり、スイッチ等）は、１日に１回以上、ペーパータオル等に消毒
液（次亜塩素酸水など）を十分に含ませて清掃を推奨する。 
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 感染拡大防止のための自己の健康管理が適切にできる。
 感染拡大防止を継続して行う中で、自身のメンタルヘルス
に配慮できる。

学習目標

出典：厚生労働省

Ⅰ-3-1-1-2．感染拡大防止のための職員の健康管理
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 高齢者の日常の健康状態の観察から感染症を疑うべき
症状を知る。

 観察に基づき適切に報告・連絡・相談・記録を行うことが
できる。

学習目標

出典：厚生労働省

Ⅰ-3-1-1-3．生活の場における高齢者の健康管理
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